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佐久穂町太陽光発電設備・蓄電システム導入補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、二酸化炭素を含む温室効果ガスの排出削減による地球温暖化防止及び佐

久穂町内における再生可能エネルギー設備の導入促進を図るため、地球温暖化防止等の活動

に取り組む者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、佐久穂町補助金等交

付規則（平成17年佐久穂町規則第38号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、対象設備は、町長が認める次の各号に定めるものをいう。 

(１) 太陽光発電設備 町内に存する建物の屋根又は壁に設置する、太陽電池その他の設備

を用いて太陽光を変換して電気を得る設備。ただし、構成する設備の一部のみを設置する

場合を除く。 

(２) 蓄電システム 国が行うネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化支援事業の

対象製品として登録のあるもので太陽光発電設備と連結し、発電した電力を蓄電するもの 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、補助申請時におい

て町内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録され、町が賦課する町税に滞納がない者であっ

て、次のいずれかに該当する者とする。 

(１) 自己の所有に属する建物に対象設備を設置しようとする者 

(２) 他人の所有に属する建物に居住し、当該建物に対象設備を設置しようとする者 

（補助対象等） 

第４条 補助金の交付対象（以下「補助対象」という。）、補助金の交付の対象となる経費

（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の交付額（以下「交付額」という。）は、別

表に定めるとおりとする。 

２ 補助金の交付は、同一の補助対象ごとにつき１世帯１回限りとする。 

３ 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨

てた額とする。 

（補助金交付申請書の様式等） 

第５条 規則第３条に規定する補助金等交付申請書は、佐久穂町太陽光発電設備・蓄電システ

ム導入補助金交付申請書（様式第１号。以下「補助金交付申請書」という。）によるものと

する。 

２ 補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 対象設備の設置に関する見積書の写し（費用の内訳が記載されているもの） 

(２) 補助対象者が第３条第２号に該当する場合にあっては、設置承諾書 

(３) 対象設備の設置前の状況が確認できる写真 

(４) 太陽光発電設備の設置状況が確認できる写真（蓄電システムのみを設置する場合に限

る。） 

(５) 設置予定箇所の位置図（住宅案内図等） 

(６) 太陽電池モジュールの配置図（太陽光発電設備を設置する場合に限る。） 

(７) 対象設備の形状、規格等が分かるもの（パンフレット等） 
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(８) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（補助事業の内容変更等） 

第６条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、

若しくは廃止しようとするときは、遅滞なくその旨を町長に申請し、その承認を受けなけれ

ばならない。 

２ 前項に規定する承認の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提

出して行うものとする。 

(１) 補助事業の内容を変更しようとするとき 佐久穂町太陽光発電設備・蓄電システム導

入補助金変更承認申請書（様式第２号） 

(２) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 佐久穂町太陽光発電設備・蓄電シス

テム導入補助金中止・廃止承認申請書（様式第３号） 

（実績報告書の様式等） 

第７条 規則第12条に規定する実績報告書は、佐久穂町太陽光発電設備・蓄電システム導入補

助金実績報告書（様式第４号。以下「実績報告書」という。）によるものとする。 

２ 実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(１) 対象設備の設置に要した費用に係る領収書の写し及び内訳書 

(２) 対象設備の設置状況が確認できる写真 

(３) しゅん工検査の試験記録書の写し（太陽光発電設備を設置する場合に限る。） 

(４) 前３号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

３ 前項に規定する書類の提出期限は、交付決定のあった年度の３月31日までとする。 

（補助金交付請求書の様式） 

第８条 規則第14条に規定する補助金等交付請求書は、佐久穂町太陽光発電設備・蓄電システ

ム導入補助金交付請求書（様式第５号）によるものとする。 

（報告） 

第９条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、対象設備を設置した月から起算して３年間、

発電量、売電量及び買電量データの提示等の必要な協力を求めることができる。 

（財産の処分制限） 

第10条 設置者は、補助事業完了の翌月から起算して、太陽光発電設備にあっては10年以内に、

蓄電システムにあっては６年以内に譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するときは、

町長の承認を受けなければならない。 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の決定を取

り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。 

(１) この告示の規定に違反したとき。 

(２) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（その他） 

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表（第４条関係）   

補助対象 補助対象経費 交付額 

１ 太陽光発電シス

テムを建物の屋根等

に新規設置するも

の。 

太陽電池モジュール、架台、接続

箱、直流側開閉器、インバータ、保

護装置、発生電力量計及び配線・配

線器具の購入・据付けの工事に要す

る経費。 

１ｋＷ当たり４万円に、太

陽光発電設備を構成する太

陽電池の最大出力（ｋＷ表

示とし、小数点以下第３位

を四捨五入する。）を乗じ

て得た額。ただし、20万円

を限度とする。 

２ 蓄電容量が１ｋ

Ｗｈ以上の定置型蓄

電システムを建物等

に新規設置するも

の。 

システム本体（蓄電池部、電力変換

装置、蓄電システム制御装置等）及

び附属品（計測・表示装置、キュー

ビクル等）の購入・据付けの工事に

要する経費。ただし、未使用品に限

る。 

10万円を限度とする。 
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